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2026年 2月 25日 

各  位 

会 社 名     第 一 交 通 産 業 株 式 会 社 

代表者名     代表取締役社長 田中亮一郎 

（コード番号 ９０３５ 福証） 
 

株主優待制度の拡充および一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026年 2月 25日開催の取締役会において、株主優待制度の一部変更について、下記

のとおり決議しましたのでお知らせいたします。 

記 

１．変更の理由 

当社は、株主の皆さまに当社の事業やサービスをより深くご理解いただき、中長期にわたり

当社株式を継続して保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施しております。 

昨今の新 NISA 制度導入に伴う個人株主様の急増という環境変化を背景に、株主の皆さまを

単なる投資家にとどめず、当社サービスを継続的にご利用・ご支持いただく「コアなファン」

として定着を促し、安定株主基盤のさらなる拡充を図るため、利便性の向上を目的とした制度

の拡充および再編を行います。 

今後も株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題のひとつと認識し、企業価値の向上

に向け全力で取り組んでまいります。 

 

２．変更内容 
株主の皆さまの利便性を第一に考え、以下の通り「拡充」を中心とした見直しを行います。 
 
① 有効期限の延長（拡充） 

より計画的かつ便利にご利用いただけるよう、優待券の有効期限を従来の「6ヵ月」 
から２倍（「1年間」）に延長いたします。 

② 「マイホーム割引券」の対象拡大（拡充） 
従来の 1,000株以上保有株主様に加え、新たに「500株以上」の株主様へも分譲マン 
ション・戸建住宅の購入割引を適用いたします。 

③ 優待形式の変更（利便性向上） 
持ち運びやご利用時の手間の軽減を目的として、従来の冊子方式から、よりスマート 
な「シート方式」へ変更いたします。 

④ 一部項目の整理 
利用実績を鑑み、「リフォーム割引」「マイカー割引」「ケアサービス割引」については 
制度を廃止いたします 。 

 

３．変更時期 

基準日を 2026 年 3 月 31 日とする株主優待（2026 年 6 月贈呈分）より、変更後の新制度を

適用いたします 。（本制度による優待券の有効期限：2027年 6月 30日） 

 

４．その他 

配布済みの優待券については、券面記載の有効期限まで従前どおりご利用いただけます。 

変更後の制度詳細につきましては、付帯の（別紙）をご参照ください。 

以 上 

お問合せ先：総務部広報担当（電話：093-511-8811） 
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（ 別 紙 ）              

株主優待制度の変更（拡充）内容の詳細 

当社は、株主の皆さまへの利益還元と利便性向上を目的として、2026年3月31日基準日贈呈分

より優待制度をリニューアルいたします。主な変更点は以下の通りです。 

（1）株主優待制度の主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

（2）株主ご優待クーポン券贈呈基準（タクシークーポン券等） 

贈呈する「相当金額（枚数）」の基準および「贈呈時期（年２回、６月と 12 月）」に変更は 

ございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保有期間 3年以上の判定: 毎年 3 月末および 9月末の株主名簿に、同一の株主番号で 7回

連続して記載され、かつ期間中継続して 1株以上保有されている株主様を対象といたします。 

‧ タクシークーポン券構成（1,000円分）: 500円×1枚、200円×2枚、100円×1枚 

（3）各ご優待項目の詳細・注意事項 

タクシー事業（タクシークーポン券）  

第一交通グループおよび No.1 タクシーネットワーク（提携会社）のステッカーがあるタクシーで利

用可能です。また、券面額の範囲内で「逸品マルシェ（商品カタログ）掲載商品」との引換（株

主様限定）および沖縄県内 IC カード「OKICA」へのチャージが可能です。 

不動産事業（マイホーム割引券）  

分譲マンション・戸建住宅（建物価格）の定価より、1,000株以上で2％、500株以上で1％

を割引いたします。 

注: 売買契約締結後の利用は不可となります。また、共同事業（JV）物件には利用できません。 

その他関連事業（DAIICHI ダイナミックゴルフ）  

400円分ご利用券を贈呈いたします。 

以  上 


